
 

令和 7年度 

第７６回県民スポーツ大会 

兼 第５２回東北総合スポーツ大会秋田県予選会 

兼 第７９回国民スポーツ大会秋田県予選会 

 

実施要項総則 

 

１．趣  旨 

   県民スポーツ大会は、スポーツ活動を促進することにより、スポーツ精神を高揚して県民の健 

  康増進と体力の向上を図り、明るく豊かな社会生活の実現と本県のスポーツ振興に寄与しようと 

して開催するものである。 

 

２．主  催 

    秋田県 

  公益財団法人秋田県スポーツ協会 

    

３．主  管 

    公益財団法人秋田県スポーツ協会加盟各競技団体 

    開催地市町村体育・スポーツ協会 

 

４．後  援 

    秋田県教育委員会 

  開催地市町村 

  開催地教育委員会 

秋田魁新報社 

NHK秋田放送局 

ABS秋田放送 

AKT秋田テレビ 

AAB秋田朝日放送 

 

  ※１ 主管及び後援については、実施各競技団体の事情に合わせ、他の団体を加えることができる。 

 ※２ パンフレットを作成する際は以下の点に注意すること。 

    ・上記記載１～４については主催・後援を誤って記載しないように注意すること。 

    ・報道各社については各社の慣例に則り、必ず上記の順番（開局順）に明記すること。 

 

５．実施競技（４３競技） 

    (1)陸上競技(2)水泳(3)サッカー(4)スキー(5)テニス(6)ローイング(7)ホッケー(8)ボクシング 

  (9)バレーボール(10)体操(11)バスケットボール(12)スケート(13)レスリング(14)セーリング 

(15)ウエイトリフティング(16)ハンドボール(17)自転車(18)ソフトテニス(19)卓球(20)相撲 

(21)馬術(22)柔道(23)ソフトボール(24)フェンシング(25)バドミントン(26)弓道(27)クレー射撃 

(28)ライフル射撃(29)剣道(30)ラグビーフットボール(31)山岳・スポーツクライミング(32)銃剣道 

(33)ボウリング(34)バイアスロン(35)空手道(36)なぎなた(37)アーチェリー(38)アイスホッケー 

(39)ゲートボール(40)カヌー(41)軟式野球(42)ゴルフ(43)トライアスロン 

 ※ スキー競技会は、第７７回県民スポーツ大会兼第８０回国民スポーツ大会秋田県予選会となる。 

     スケート競技、アイスホッケー競技は第７６回県民スポーツ大会兼第８０回国民スポーツ大会秋 

田県予選会となる。 

     バイアスロン競技は、第７７回県民スポーツ大会となる。 

 



 

６．開催期間 

     令和７年４月～令和８年３月末予定（各競技実施要項による） 

 

７．会  場 

     各競技実施要項による。 

 

８．開・閉会式 

    (１)開会式：各競技ごとの開会式とする。 

     (２)閉会式：各競技ごとに競技終了後実施する。 

 

９．表彰式及び表彰 

   表彰式は各競技ごとに行うものとする。 

     (１)団体競技の１位から３位までのチーム及びチームの全構成員に賞状を授与する。 

(２)個人競技の１位から８位までの選手に賞状を授与する。 

        

10．競技方法 

     各実施競技団体の定めた方法による。 

 

11．参加資格 

     (１)ブロック予選会については、ブロック大会実施要項総則の６に示された参加資格とする。 

(２)国スポ予選会については、国スポ実施要項総則の５に示された参加資格とする。 

(３)その他各競技団体の定めた参加資格とする。 

 

12．参加申込法・申込期限・申込場所 

     各競技実施要項による。 

 

13．参 加 料 

     本大会の参加料は、１人１，０００円とし、実施団体は参加料のうち、１人当たり５００円を 

大会終了後に速やかに県スポーツ協会に納入する。 

   ※納入は原則として口座振込とする。 

 

14．実施結果報告、決算書 

     実績報告書及び決算書は大会終了後３０日以内に県スポーツ協会へ提出すること。 

   ※プログラム（実施要項等代替可）を６部合わせて提出すること。 

 

15. 傷害補償について 

各実施競技団体は、公益財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」に加入するなど、傷

害事故について、万全の対策を取るものとする。 

 

16．実施要項（参加資格等）違反に対する取り扱い 

      要項に定められた条件に違反した者（チーム）の処分については、各実施競技団体の定めるとこ 

ろによるものとする。 

 

17．そ の 他 

     その他必要な事項については、各競技実施要項による。 


